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平成 21 年度文部科学省文教団体職員の採用試験を次の要領で行います。この試験は、下記の文部科学

省文教８団体の一般的業務に従事する職員の合同採用試験です。 
ただし、採用予定人員欄に記載のない団体については、本試験による採用予定はありません。 
 
 

団  体  名 所  在  地 電話番号 採用予定人員

独立行政法人日本学生支援機構  〒162-8412 東京都新宿区市谷本村町 10-7 03(6743)6015 10 名程度

日本私立学校振興･共済事業団 〒102-8145 東京都千代田区富士見 1-10-12 
03(3230)7884,7885

03(3813)9518 10 名程度

公  立  学  校  共  済  組  合 

本    部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-9-5 03(5259)5664 10 名程度

関東中央病院 〒158-8531 東京都世田谷区上用賀 6-25-1 ３名 

東海中央病院 〒504-8601 岐阜県各務原市蘇原東島町 4-6-2 ２名 

四国中央病院 〒799-0193 愛媛県四国中央市川之江町 2233 １名 

(注) 受験申込の際には、志望先を明記すること。 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

（国 立 劇 場） 〒102-8656 東京都千代田区隼町 4－１ 03(3265)7411(代)

03(3265)6129(直)
５名程度

独立行政法人日本学術振興会 〒102-8471 東京都千代田区一番町 6 03(3263)1808 ３名程度

独立行政法人日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ  

【本部】〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町 10-1 

【支所】仙台支所（仙台市）  東京支所（新宿区）

名古屋支所（名古屋市） 大阪支所（大阪市）

広島支所（広島市）   福岡支所（福岡市）

03(5410)9126 10 名程度

財団法人 日本国際教育支援協会  〒153-8503 東京都目黒区駒場 4-5-29 03(5454)5211 ２名程度

財団法人 新国立劇場運営財団  〒151-0071 東京都渋谷区本町 1-1-1 03(5351)3011 － 



 

１．受験資格   

  ● 各団体の受験資格 
団  体  名 受  験  資  格

独立行政法人日本学生支援機構 大学卒レベルの資質を求めるが、学歴･年齢は問いません。 

日本私立学校振興・共済事業団 
昭和 55 年 4月 2日以降生まれの者で、学校教育法による大学の学部を卒業した
者、もしくは平成 22 年 3月までに卒業見込みの者または当団体がこれらと同等
と認めた者 

公 立 学 校 共 済 組 合 
昭和 55 年 4月 2日以降生まれの者で、学校教育法による大学の学部を卒業した
者、もしくは平成 22 年 3月までに卒業見込みの者または当団体がこれらと同等
と認めた者 

独立行政法人 日本芸術文化振興会 
（国 立 劇 場） 

平成 19 年 3月以降に学校教育法による大学の学部を卒業した者、もしくは平成
22 年 3月までに卒業見込みの者または当団体がこれらと同等と認めた者 

独立行政法人日本学術振興会 
平成 19 年 3月以降に学校教育法による大学の学部を卒業（または大学院の修士
課程を修了）した者、もしくは平成 22 年 3月までに卒業（または修了）見込み
の者または当団体がこれらと同等と認めた者 

独立行政法人日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ 
昭和 55 年 4月 2日以降生まれの者で、学校教育法による大学の学部を卒業（ま
たは大学院の修士課程を修了）した者、もしくは平成 22 年 3月までに卒業（ま
たは修了）見込みの者または当団体がこれらと同等と認めた者 

財 団 法 人 日 本 国 際 教 育 支 援 協 会 
平成 19 年 3月以降に学校教育法による大学の学部を卒業（または大学院の修士
課程を修了）した者、もしくは平成 22 年 3月までに卒業（または修了）見込み
の者または当団体がこれらと同等と認めた者 

   ● 受験資格の制限（各団体共通） 

     次の者は試験を受けられません。 
     成年被後見人および被保佐人、禁錮以上の刑に処せられた者、懲戒免職またはこれに相当する      

    処分を受けたことのある者。 
 

２．試験日・試験会場・試験の方法・結果発表 

区 分 第一次試験 第二次試験 

試  験  日 ５月２４日（日） 志望団体から通知します。 

試 験 会 場 
東京大学教養学部駒場キャンパス 

〒153-0041 東京都目黒区駒場 3-8-1 
志望団体から通知します。 

試 験 の 方 法 教養試験・作文試験 面接考査等を実施します。 

結 果 発 表 6 月上旬に志望団体から本人に通知します。 試験結果を志望団体から本人に通知します。

  （注）第二次試験については、第一次試験の合格者のみに通知します。 
 
３．給与 

初任給は、団体ごとに定められています。詳細については、志望団体に照会してください。 
 

４．申込手続および申込期間 

（１） 受験申込書の請求 

志望団体に請求してください。（志望団体のホームページからのダウンロードも可） 

（２） 申込先 

 志望団体に提出してください。受験申込は、１団体に限ります。 

 郵送による申込の場合は、封筒の表に「職員採用試験申込」と朱書してください。 



 

（３） 提出書類 

【各団体共通の書類】 

①受験申込書（自筆、写真貼付） 

②試験委員会所定の履歴書・自己紹介書（自筆、写真貼付） 

③長３封筒２通（２通とも本人の住所・氏名を記入し、80 円切手を貼付すること。） 

なお、１通は「受験票在中」と記入し、もう１通には「合否通知在中」と記入してください。 

また、試験委員会所定の封筒を利用する場合は、黄色の封筒に受験票送付先、青色の封筒に

合否通知送付先を記入してください。 

 

【各団体個別の提出書類・問合せ先】 

団  体  名 提  出  書  類 問合せ先 

独立行政法人日本学生支援機構 
＊直近の卒業校の卒業証明書または卒業見込証明書 

＊直近の卒業校の成績証明書 
総務部人事課

日本私立学校振興・共済事業団 

＊大学の学部の卒業証明書または卒業見込証明書 

＊大学の学部の成績証明書（学部における直近のもの） 

総務部人事課

公 立 学 校 共 済 組 合 

【受験申込書等は本部へ提出すること】 
総務部人事課

独立行政法人日本芸術文化振興会 
（国  立  劇  場） 総務部総務課

独立行政法人日本学術振興会 

＊大学の学部（大学院の修士課程）の卒業（修了）証明書

または卒業（修了）見込証明書 

＊大学の学部（大学院の修士課程）の成績証明書 

総務部総務課

独立行政法人日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ 

【受験申込書等は本部へ提出すること】 
総務部人事課

財団法人日本国際教育支援協会 総務部総務課

＊提出書類は、返却できませんので、あらかじめご了承ください。 

＊申込期限までに学校から証明書が発行されない場合は、志望団体にお問い合わせください。 

 

（４） 申込期間 

平成 21 年 3 月 30 日（月）～4月 17 日（金） 

土曜日・日曜日を除く毎日 9時 30 分～17 時。郵送の場合は、4月 17 日（金）までに到着した

ものに限ります。  

（５） その他 

受験申込書が受理された者には受験票を交付します。 

受験手続、その他詳細については志望団体にお問い合わせください。 



（参考）文部科学省文教団体（試験実施団体）事業内容一覧 

団体名 設立 
年月日 法人種別 事業内容 

独立行政法人 

 日本学生支援機構 

http://www.jasso.go.jp/  

平成 16.4.1 独立行政法人 

日本学生支援機構は、学生支援を先導する中核機関として、奨学金貸与事業や留学生支援事
業及び学生生活支援事業を総合的に実施し、次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な
人材を育成するとともに、国際理解・交流の推進を図ることを目指しています。また、日本学
生支援機構は、各大学等に共通の課題について相互に連携・協力し、学生支援が効果的に行わ
れるよう支援していきます。 
（主な事業） 
１．日本人学生に対する奨学金の貸与 
２．留学生に対する奨学金給付 
３．学生（含：留学生）交流 
４．留学生宿舎の設置・運営 
５．日本留学試験、日本語予備教育、留学情報の収集・提供 
６．障害学生の修学支援、学生ボランティア活動支援 
７．教職員に対する研修会の開催 
８．学生支援に関する調査研究 

日本私立学校 

振興･共済事業団 

http://www.shigaku.go.jp/ 

平成 10.1.1 特殊法人 

全国の私立学校の教育の充実・向上および経営の安定、並びに私立学校教職員の福利厚生を
図るため、主として次の事業を行います。 
［助成業務］（独立行政法人に準じた管理手法を導入） 
１．補助事業（私立大学等に対する補助金の交付） 
２．貸付事業（学校法人等に対する資金の貸付け） 
３．助成事業（教職員のための助成金の交付） 
４．受配者指定寄付金事業（寄付金の受入れと配付） 
５．学術研究振興基金事業（基金の募集と資金の交付） 
６．教育条件・経営情報支援事業（情報収集・経営相談等） 
［共済業務］ 
１．短期給付事業（教職員とその家族の病気、けが、出産等に対する給付） 
２．長期給付事業（教職員の退職、障害等に対する年金や一時金の給付） 
３．福祉事業（宿泊施設・病院等の経営、貸付、貯金、保健事業等） 

公立学校共済組合 

http://www.kouritu.go.jp/ 
昭和 37.12.1 認可法人 

公立学校共済組合は、地方公務員等共済組合法に基づき、公立学校の教職員及びその遺族の
生活の安定と、福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的として
います。この目的を達成するため、公立学校の教職員等を組合員とし、組合員及び被扶養者の
疾病等に対する給付や、組合員であった者またはその遺族に対して年金の給付事業を行うとと
もに、組合員等のための宿泊施設・病院の経営や貸付事業、保健事業、住宅事業といった福祉
事業を行っています。 

独立行政法人 

日本芸術文化振興会 

（ 国 立 劇 場 ） 

http://www.ntj.jac.go.jp/ 

平成 15.10.1 

（昭和 41.7.1） 
独立行政法人 

我が国古来の伝統芸能の保存・振興及び芸術文化の振興・普及活動に対する援助並びに現代
舞台芸術の振興と普及を図るため、主として次の事業を行う。 
１．伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演を行うこと 
２．伝統芸能の伝承者の養成及び現代舞台芸術の実演家等の研修を行うこと 
３．伝統芸能及び現代舞台芸術に関して調査研究を行い、並びに資料を収集し及び利用に供す

ること 
４．芸術文化活動に援助を行うこと 
なお、劇場施設は、国立劇場、国立演芸場、国立能楽堂及び新国立劇場を東京都に、国立文

楽劇場を大阪市に、国立劇場おきなわを浦添市に設置している。 
また、新国立劇場の管理運営に当たっている財団法人新国立劇場運営財団との人事交流を

行っている。 

独立行政法人  

日本学術振興会 

http://www.jsps.go.jp/ 

平成 15.10.1 独立行政法人 

日本学術振興会(JSPS)は、学術の振興を目的とする我が国唯一の独立した資源配分機関（フ
ァンディングエージェンシー）です。人文・社会科学から自然科学までのあらゆる分野の学術
研究を支援し、学術の振興のための重要な役割を担っています。 
これからの日本は、学術研究を支援し、優れた人材を確保することによって、国家の基盤と

なる知的資産を形成してゆくことが極めて重要です。 
本会は、今後とも、国内外の研究者や学界から信頼される機関として、学術研究を支える先

駆者としての責務を果たして参ります。 
《主な事業》 
① 学術研究の支援（科学研究費の補助、特別研究員などのフェローシップ、グローバル

COE プログラムなどの審査・評価、日本学術振興会賞など） 
② 学術の国際交流（諸外国との研究者交流、共同研究、国際会議・フォーラムの開催、ア

ジア諸国への協力、大学の国際化の支援など） 
○ やりがいのある仕事です。意欲と能力（英語の基礎能力を含む）のある方を求めています。
○ 海外留学や海外勤務のチャンスがあります。 

独立行政法人 

日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ 

http://www.naash.go.jp/  

平成 15.10.1 独立行政法人 

日本スポーツ振興センター（NAASH）は、我が国におけるスポーツの振興及び児童生徒等の
健康の保持増進を図るための中核的専門的機関として、次のような業務を実施しています。
１．国立競技場（霞ヶ丘競技場・代々木競技場・秩父宮ラグビー場・スポーツ博物館等）の運
営とスポーツの普及・振興に関する業務 

２．我が国の国際競技力向上のための研究・支援機関である国立スポーツ科学センター（JISS）
とトップアスリートの強化拠点施設であるナショナルトレーニングセンター（NTC）の運営

３．スポーツ振興くじ(toto)の実施とスポーツ振興基金の収益等によるスポーツ団体やスポー
ツ選手等への助成 

４．児童生徒等の災害に対する給付と災害を未然に防止するための調査研究や情報の提供 
 
スポーツと学校安全への深い関心と愛情を持ち、高い使命感と広い視野を持って業務が遂行

できる方を求めています。 

財団法人 

日本国際教育支援協会 

http://www.jees.or.jp/ 

平成 16.4.1 特例財団法人 

財団法人日本国際教育支援協会は、日本人学生及び外国人留学生等に対する支援や、日本の
教育、学術の発展並びに国際間の理解と親善につとめるため、主として次の事業を行っていま
す。 
１．奨学金事業 
２．学生生活の安心確保のための保険事業 
３．外国人の日本語能力向上のための事業 
４．学資の貸与に係る保証事業 
５．留学生会館等の管理・運営事業等 

［備考］事業内容の詳細については、各団体のホームページを参照してください。 


